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　統計法に基づき、私たち

がどれくらいの時間を仕事

や家事、趣味などに費やし

ているのか、無作為抽出さ

れた一般世帯を対象に調査

するものであり、男女共同

参画の推進など行政の各種

施策の立案などに活用され

ています。実施時期は５年

に１回、各年１０月です。

　すべての市と７町・１村
（小坂町・藤里町・大潟村・東

成瀬村を除く）にある１３９

地区が対象です。秋田県公

式ホームページに各地区の

大まかな住所を掲載してい

ますのでご確認ください。

　お住まいの市町村内の１

地区(50～100世帯程度）が

担当となります。

　調査票は、調査員が調査

世帯を訪問して配布し、各

世帯は、①スマホなどから

ネット回答、②調査票に記

入して調査員に手渡しのい

ずれかの方法で回答します。

　スマホ回答の場合、調査

員は調査票を回収する必要

がないため、業務の効率化

にもつながります。

　病気や事故などで辞めることも考えられますが、そのような場合は、仕事に従事

した分の報酬を支給します。なお、調査世帯の全員がスマホ回答したため調査票の

回収業務がなくなっても、報酬は満額支給します。調査世帯にスマホ回答を丁寧に

促すことは、間接的に、調査員のコストパフォーマンスも向上します。

　１８～１９歳の学生さんも大歓迎

です。応募後に簡単な選考がありま

すが、誠実で勤勉な方であれば誰で

も応募できます。なお、秋田駅周辺

など人口密集地区の場合、車でなく、

自転車や徒歩で調査できます。


